
平成２６年度  共済年金の改定について
～0.7%引き下げの改定が行われます～

　平成26年1月31日に総務省から「平成25年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.4％、
平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」は0.3％となった旨発表されました。
　年金額は物価変動に応じて改定されますが、現在、特例水準の段階的な解消が実施されており、物
価の変動がなければ4月より1.0％の減額が予定されていたことを踏まえ、平成26年度の年金額は0.7％
の引下げとなります。（改定時期は4月分が支払われる6月支給期となります。）

　法律上、本来想定している年金額（以下「本来水準の年金額」という）の改定については、現役世代の賃金水準に連
動する仕組みとなっています。新規裁定者の年金額は名目手取り賃金変動率によって改定し、既裁定者の年金額は購
買力を維持する観点から物価変動率により改定することとされています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つな
どの観点から、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率で改
定される旨が法律に規定されています。
　26年度の本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率（0.3％）よりも物価変動率
（0.4％）が高くなるため、名目手取り賃金変動率（0.3％）によって改定されます。
　本来の年金額より高い水準（特例水準）で支払われている現行の年金額は、平成24年に成立した法律に基づき、特
例水準の段階的な解消（▲1.0％）と本来の改定ルールによる年金額の上昇率（0.3％）を合わせた改定がされるため、
▲0.7％の改定となります。

年金額の改定について

平成27年1月から高額療養費制度における
自己負担限度額が見直される予定です

70歳未満
の方へ

　1ヶ月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額
療養費として支給されます。この高額療養費制度は、所得区分に応じて自己負担
の上限が定められています。この自己限度額算出方法が改正される予定です。
　なお、詳細については、具体的な内容が確認でき次第お知らせいたします。

　組合員及び被扶養者が海外旅行中に病気やけがで受診したときの費用は、申請によ
り「療養費」として払い戻しが受けられますが、先般、海外療養費の不正請求事案が社
会問題となり、その支給について、内容を充分確認するよう取り扱うことにいたします。
　つきましては、平成26年4月1日以降の海外療養費の請求については、渡航期間等
の確認のためパスポート（写）等の提出にご協力をお願いいたします。

～ 海外療養費の適正化にご協力ください ～
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